
（平成２２年７月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認大分地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大分厚生年金 事案 556 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年２月 11日から 36年１月１日まで 

私は、昭和 33 年２月 11 日から 36 年１月１日まで、Ａ社（現在は、Ｂ社）

に勤務した。社会保険事務所（当時）で記録を確認したところ、昭和 36 年３

月 25 日に脱退手当金を受給していることになっているが、受給した記憶は無

いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する厚生年金保険被保険者証は、「再交付」の押印が無いこと

から、Ａ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得した際に発行されたものと考

えられるところ、脱退手当金を支給した場合、社会保険事務所の事務処理にお

いて、厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示をする

こととされていたが、当該被保険者証にはその表示が無い。 

また、申立人は、Ａ社を退職する際、事務担当者から厚生年金保険被保険者

証を渡され、「大事なものであり、将来の年金につなげるために必要なので大

切に保管しておくように。」と言われたとしており、申立人が現在も当該被保

険者証を所持していることを踏まえると、申立人の当時の状況についての主張

は信憑
ぴょう

性が高い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



大分国民年金 事案 693 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年７月から同年 11 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年７月から同年 11月まで 

私は、平成２年７月にＡ市に帰郷し、市役所で国民年金の加入手続をした。

国民年金保険料の納付方法や金額は明確には覚えていないが、まとめて保険

料を納付した記憶がある。申立期間の国民年金保険料が納付と記録されてい

ないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成２年７月にＡ市に帰郷し、市役所で国民年金の加入手続を

した。」旨を主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年

金手帳記号番号払出簿及び当該手帳記号番号前後の被保険者記録から、平成７

年９月ごろにＢ町（現在は、Ｃ市）で払い出されていることが確認でき、この

時点では、申立期間は既に時効により国民年金保険料を納付することができな

い期間である。 

また、申立期間当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たこと、及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が、申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人は、申立期間の国民年金保

険料の納付方法や保険料額について記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間に係る国民年

金保険料の納付状況等が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



大分国民年金 事案 694 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年１月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 49年 12月まで 

    私が成人したころは、家業が順調だった。私の国民年金保険料は、父親が

加入手続をして当初から口座振替で納付したと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所（当時）の国民年金手帳記号番号払出簿及び当該手帳記号番

号前後の被保険者記録から、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年３

月ごろに申立人の弟と連番で払い出されていることが確認でき、この時点では、

申立期間は既に時効により国民年金保険料を納付することができない期間で

ある上、申立期間当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、Ａ市保管の申立人に係る国民年金被保険者名簿によると、申立人は、

昭和 52 年３月ごろに申立人の弟と連番で国民年金手帳記号番号を取得した直

後の同年４月 28日に、その時点で過年度納付が可能な 50年１月から 51年３

月までの国民年金保険料を過年度納付していることが確認できることから、申

立人の「国民年金に加入した申立期間当初から、国民年金保険料を口座振替に

より現年度納付していた。」との主張には、不自然な点が見受けられる上、同

市における国民年金保険料の口座振替制度の導入は、60 年４月以降であった

ことが確認できる。 

さらに、申立人の父親が、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人は、申立期

間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父

親は既に死亡しており、母親も高齢で証言が得られず、申立期間に係る国民年

金の加入状況、保険料の納付状況等が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



大分厚生年金 事案 557 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16年８月１日から 17年８月１日まで 

私は、平成 16年８月から、Ａ社に正職員として勤務したが、申立期間の

厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述、雇用保険の被保険者記録及びＡ社が

保管する賃金台帳から判断すると、申立期間において申立人が申立事業所に勤

務し、固定的賃金を支給される正職員であったことが認められる。 

しかしながら、申立事業所が保管する賃金台帳及び給与支払報告書において、

申立人の申立期間に係る給与から、厚生年金保険料が控除されていなかったこ

とが確認できる。 

また、申立事業所は、「申立人について、厚生年金保険の被保険者資格の取

得に係る手続は行っておらず、厚生年金保険料も給与から控除していない。」

と回答している。 

さらに、オンライン記録では、申立期間において、申立人が国民年金に加入

し、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 558 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険第４種被保険者として厚生年金

保険料を納付していたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年７月６日から同年 12月 14日まで 

私は、昭和 55年 12月に厚生年金保険の第４種被保険者資格の取得手続を

行い、申立期間の保険料を一括で支払ったことを記憶している。申立期間に

ついて、厚生年金保険の第４種被保険者記録が確認できないことに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 55 年 12 月に厚生年金保険の第４種被保険者資格の取得手

続を行い、申立期間の保険料を一括で支払った。」と主張しているものの、納

付日、保険料の額等を確認できる資料等は無く、申立人に係る厚生年金保険第

４種被保険者原票によると、申立人は厚生年金保険第４種被保険者の資格を昭

和 55年 12月 15日に取得していることが確認できる。 

また、厚生年金保険法により、厚生年金保険第４種被保険者は、厚生年金保

険の被保険者期間が 20 年（240 月）に達したときはその資格を喪失すること

が定められているところ、申立人について、厚生年金保険の第４種被保険者資

格の取得手続を行った昭和 55 年 12 月 15 日までの期間において、厚生年金保

険及び共済年金の被保険者期間が 150月あったことから、第４種被保険者とし

て保険料を納付できる期間は同日以降 90 月であることが認められるとともに、

前述の被保険者原票において、当該資格を喪失する予定日を示唆する「63 年

６月 15日」の記載が確認でき、当該資格の取得日である 55年 12月 15日から

63 年６月 15 日までの期間が 90 月であることから判断すると、申立期間は当

該期間に含まれていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間において、厚生年金保険第４種被保険者として

厚生年金保険料を納付していたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



人が厚生年金保険第４種被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を納

付していたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 559 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年３月ごろから 27年３月ごろまで 

私は、昭和 21年３月ごろから 27年３月ごろまで、Ａ事業所（現在は、Ｂ

事業所）に勤務したので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述、及びＡ事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿において、申立人が記憶する同僚に係る厚生年金保険の被

保険者記録が確認できることから判断すると、勤務期間を特定することはでき

ないものの、申立人が、同事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、適用事業所名簿によると、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事

業所に該当することとなったのは昭和 29 年４月１日であり、申立期間は、厚

生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

が記憶する同僚に、昭和 29 年４月１日以前の厚生年金保険の被保険者記録は

見当たらない上、同日付けで厚生年金保険の被保険者資格を取得していること

が確認できる同僚のうち連絡先が判明した者は、いずれも申立人を記憶してお

らず、同日以前の厚生年金保険料の控除等について確認できる供述を得ること

もできない。 

   さらに、Ａ事業所に当時の資料は保管されておらず、同事業所に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿に欠番も無いことから、申立人に係る厚生年金保

険の被保険者記録が欠落したことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   加えて、Ｃ共済組合に照会した結果、Ａ事業所における申立人の共済組合員

記録は確認できない。 



   なお、申立期間当時、Ａ事業所と同じＤ県Ｅ郡Ｆ町に所在していたとされる

複数の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、申立期間

当時、申立人の氏名を確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 560 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年６月１日から同年７月１日まで 

私は、平成 13年６月１日からＡ事業所に勤務したのに、同年７月１日か

らの厚生年金保険の被保険者記録は確認できるものの、申立期間について

厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述から判断すると、申立人がＡ事業所に

勤務していたことは推認できるものの、事業所から提出された職員カードによ

ると、申立人は平成 13 年７月１日に採用された旨記載されていることが認め

られる上、申立期間について雇用保険の被保険者記録が無いことなどから、申

立人が、申立期間において申立事業所に勤務していたことを確認することがで

きない。 

また、申立事業所が保管する賃金台帳によると、申立人については、平成

13 年７月分の給与が支給されていることは確認できるものの、同年６月分は

空白となっており、同年６月分の給与が支給されたことが確認できない。 

さらに、Ａ事業所は、「職員として採用した日をもって社会保険の加入手続

を行っている。」旨回答しているところ、前述の職員カード及びオンライン記

録において、申立人と同じ職種である複数の者について、職員カードに記載さ

れた採用日が厚生年金保険の被保険者資格の取得日と一致していることが確

認できる。 

加えて、申立事業所が保管する厚生年金基金加入員資格取得届では、申立人

の加入員資格の取得日は平成 13 年７月１日と記載されており、オンライン記

録と一致していることが確認できる。 

また、オンライン記録において、申立人は申立期間に係る国民年金保険料を



納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



大分厚生年金 事案 561（大分事案 199の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年１月から 36年 11月まで 

私は、昭和 28 年１月にＡ社に入社した。勤務先は、最初の１か月間がＢ

事業所、昭和 28年２月から 36年 11月までの期間がＣ事業所であった。そ

の後、私はＤ事業所（後の、Ａ社Ｄ事業所）勤務となったが、Ｄ事業所勤務

となる前のＢ事業所及びＣ事業所で勤務した期間について、厚生年金保険の

被保険者記録が確認できない。 

今回、申立事業所をＡ社として再申立てするので、申立期間について、厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間のうち、昭和 28 年１月から１か月間勤務したとするＢ

事業所については、ⅰ）厚生年金保険の適用事業所に該当していなかったこと

が確認できること、ⅱ）同年２月から 36年 11月まで勤務したとするＣ事業所

は、Ｅ社という名称であることが認められるものの、同社は 38年１月 29日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しており、申立期間当時は、厚生年金保険の

適用事業所ではなかったことが確認できること、ⅲ）その後勤務したとするＤ

事業所については、Ｄ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票等にお

いて、36年 11月以前の期間について申立人の氏名は確認できないことなどか

ら、申立人が、厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことは認められないとして、既に当

委員会の決定に基づき、平成 21年３月 19日付けで年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間は同じであるものの、申立事業所について、Ｂ事

業所及びＣ事業所を経営するＡ社を調査することにより、厚生年金保険の被保



険者期間として認めてほしいと主張し、再度申立てている。 

しかしながら、Ａ社について、当時の厚生年金保険の元事務担当者に照会し

た結果、「Ａ社は、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけ

ではない。Ｂ事業所、Ｃ事業所及びＤ事業所は別法人であり、厚生年金保険の

加入も所属により区別していた。」と供述しているところ、適用事業所名簿に

より、同社がＢ事業所を経営し、厚生年金保険の適用事業所であったことは確

認できるが、申立期間において、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿に申立人の氏名は見当たらない上、整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無く、委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


